
議案第１０１号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  令和４年６月１日提出

                      さいたま市長 清 水 勇 人   

記

路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ
起   点 終   点 重要な経過地

Ｄ第６９１号線 61 22 4 00 

さいたま市南区鹿手

袋七丁目２９３番１

１地先 

さいたま市南区鹿手

袋七丁目２９４番２

地先 

Ｇ 第５７５号線 62 78 4 00 

さいたま市浦和区上

木崎七丁目６８８番

１６地先

さいたま市浦和区上

木崎七丁目６８８番

２１地先

１２９４７号線 41 07 4 00 

さいたま市北区吉野

町一丁目３６８番３

７地先

さいたま市北区吉野

町一丁目３６８番３

７地先

１２９４８号線 40 49 4 00 

さいたま市北区吉野

町一丁目３６８番３

地先

さいたま市北区吉野

町一丁目３６８番４

地先

２２６０３号線 89 04 4 50 

さいたま市見沼区大

字南中野字道半山７

１８番１２地先

さいたま市見沼区大

字南中野字道半山７

１８番１地先

４１７１２号線 112 18 5 00 

さいたま市西区大字

佐知川字後谷７７０

番３地先

さいたま市西区大字

佐知川字後谷７６７

番７地先

４１７１３号線 71 42 5 00 

さいたま市西区大字

佐知川字後谷７７４

番２地先

さいたま市西区大字

佐知川字後谷７７１

番２地先


